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者
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本　

籍

住　
　
　
　

所

生
年
月
日

（
年　

齢
）

党　

派

職　

業

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の

ア
ド
レ
ス

一

平
成
三
十
一
年

一
月
十
日

本
人

花は
な
だ田　
　

仁ひ
と
し

男

山
梨
県

山
梨
県
甲
府
市
西
下
条
町
七
百
八
十
五
番
地

昭
和
三
十
六
年

三
月
十
八
日

（
五
十
七
歳
）

明
る
い
民
主

県
政
を
つ
く

る
会

政
党
役
員

h
ttps://w

w
w
.face

book.com
/hanada.

yam
anashi

二

平
成
三
十
一
年

一
月
十
日

本
人

米よ
ね
な
が長　

は
る
の
ぶ

男

神
奈
川
県

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
青
柳
町
千
二
百

五
番
地
一

昭
和
四
十
年

十
月
二
十
一
日

（
五
十
三
歳
）

無
所
属

無
職

w
w
w
.harunobu.net

三

平
成
三
十
一
年

一
月
十
日

本
人

後ご
と
う藤　

ひ
と
し

男

山
梨
県

山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
三
百
八
十
四
番
地
二

昭
和
三
十
二
年

七
月
二
十
二
日

（
六
十
一
歳
）

無
所
属

山
梨
県
知
事

http
://g510.jp

四

平
成
三
十
一
年

一
月
十
日

本
人

長な
が
さ
き崎　

幸こ
う
た
ろ
う

太
郎　

男

東
京
都

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
七
千

百
二
十
八
番
地
二
フ
ィ
ッ
ト
リ
ゾ
ー
ト
ク
ラ

ブ
ス
ポ
ル
シ
オ
ン
一
二
〇
一

昭
和
四
十
三
年

八
月
十
八
日

（
五
十
歳
）

無
所
属

会
社
役
員

nagasakikotaro.jp


